
 

内管漏えい検査に関するお問い合わせ 
 

内管漏えい検査※について新規に参入をご希望されるお取引先さまは、詳細をご説明させていた

だきますので、以下にご連絡をお願いいたします。 

参入に当たっては、技術力や経営状況を審査した上で、お取引の可否を検討させていただきま

す。 

お問い合わせ先 

 水島ガス株式会社 供給部供給グループ 

 〒712-8611 岡山県倉敷市水島福崎町 3 番 30 号 

TEL：086-444-8140 

FAX：086-444-8144 

 

※「内管漏えい検査」とは、定期的に実施することがガス事業法及び関連法令に規定されている

「定期漏えい検査」と、ガスの使用の申込みを受付けた際に実施する「開栓時漏えい確認」のこと

を指します。 

 


